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河川敷地占用許可準則の一部改正について

標記については、平成１１年８月５日建設省河政発第６７号をもって通達したところ

であるが、この度、平成２２年５月１７日に策定された国土交通省成長戦略を踏まえ、

別紙のとおり、河川敷地占用許可準則の一部を改正したので通知する。



別 紙

河川敷地占用許可準則の一部を次のとおり改正する。

第二に次の一項を加える。

４ この準則において「河川管理者」とは、法第９条第１項、第２項及び第５項、第

１０条第１項及び第２項並びに第１１条第３項の規定により法第２４条の許可を行

う者をいう。

第六第二号中「日本道路公団」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」

に改める。

第十八第３項中「条件等」を「条件」に改める。

第二十一中「許可条件をいう 」の右に「以下同じ 」を 「河川管理者」の右に「又。 。 、

は河川監理員」を加え 「措置する」を「法第７５条又は第７７条等に基づき必要な措置、

をする」に改める。

第三章の次に次の一章を加える。

第四章 都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る占用の特例

（都市・地域再生等利用区域の指定等）

第二十二 河川管理者は、都市及び地域の再生等のために利用する施設が占用すること

ができる河川敷地の区域（以下「都市・地域再生等利用区域」という ）を指定するこ。

とができる。

２ 河川管理者は、都市・地域再生等利用区域を指定するときは、併せて当該都市・地

域再生等利用区域における都市及び地域の再生等のために利用する施設に関する占用

の方針（以下「都市・地域再生等占用方針」という ）及び当該施設の占用主体（以下。

「都市・地域再生等占用主体」という ）を定めるものとする。。

３ 都市・地域再生等占用方針には、次に掲げる施設のうちから、当該都市・地域再生

等利用区域において占用の許可を受けることができる施設及びその許可方針を定める

ものとする。

一 広場

二 イベント施設

三 遊歩道

四 船着場

五 船舶係留施設又は船舶上下架施設（斜路を含む ）。

六 前各号に掲げる施設と一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、広告

柱、照明・音響施設、キャンプ場、バーベキュー場、切符売場、案内所、船舶修理

場等

七 日よけ



八 船上食事施設

九 突出看板

十 川床

十一 その他都市及び地域の再生等のために利用する施設（これと一体をなす第六号

に掲げる施設を含む ）。

４ 都市・地域再生等占用主体には、次に掲げる者のうちから、当該都市・地域再生等

利用区域において占用の許可を受けることができる者を定めるものとする。

一 第六に掲げる占用主体

二 営業活動を行う事業者等であって、河川管理者、地方公共団体等で構成する河川

敷地の利用調整に関する協議会等において適切であると認められたもの

三 営業活動を行う事業者等

５ 河川管理者は、都市・地域再生等利用区域の指定（都市・地域再生等占用方針の策

定及び都市・地域再生等占用主体の指定を含む。第７項において同じ ）をしようとす。

るときは、あらかじめ、河川管理者、地方公共団体等で構成する河川敷地の利用調整

に関する協議会等の活用などにより地域の合意を図らなければならない。

６ 都市・地域再生等利用区域は、都市及び地域の再生等のために利用する施設が当該

河川敷地を占用することにより治水上又は利水上の支障等を生じることがない区域で

なければならない。

７ 河川管理者は、都市・地域再生等利用区域の指定をしたときは、その旨を公表する

ものとする。

（都市及び地域の再生等のために利用する施設の占用の許可）

第二十三 河川管理者は、都市・地域再生等利用区域においては、第五第１項の規定に

かかわらず、都市・地域再生等占用主体が占用の許可を申請した場合において、当該

占用が、都市・地域再生等占用方針及び第八から第十一までの基準に該当し、かつ、

都市及び地域の再生等並びに河川敷地の適正な利用に資すると認められるときには、

占用の許可をすることができる。

（占用の許可の期間）

第二十四 占用の許可の期間は、第二十二第４項第一号に掲げる者が都市・地域再生等

占用主体となる占用にあっては十年以内、同項第二号及び第三号に掲げる者が都市・

地域再生等占用主体となる占用にあっては三年以内で当該占用の態様等を考慮して適

切なものとしなければならない。

（占用者以外の施設利用）

第二十五 第二十二第４項第一号に掲げる者が都市・地域再生等占用主体となる占用に

あっては、その占用施設を営業活動を行う事業者等（以下「施設使用者」という ）に。

使用（第二十二第３項各号に掲げる施設の設置を目的とする使用を含む。以下この章

において同じ ）をさせることができるものとする。。

２ 河川管理者は、前項の規定により第二十二第４項第一号に掲げる者に対して、施設

使用者に占用施設の使用をさせることを含む占用を許可する場合には、次の各号に掲

げる条件を付すものとする。

一 施設使用者に占用施設の使用をさせる場合には、使用契約を締結し、当該施設使



用者を適切に指導監督すること。

二 施設使用者に占用施設の使用をさせることにより施設利用料を得る場合には、そ

の収入を当該占用許可を受けている河川敷地における施設の維持管理及び良好な水

辺空間の保全、創出を図るための費用に充てること。

三 施設利用料の徴収及び活用状況を、河川管理者に、年一回以上で河川管理者が定

める回数報告すること。

３ 第１項の規定に基づき、第二十三の占用の許可を受けた第二十二第４項第一号に掲

げる者（以下「公的占用者」という ）が施設使用者に占用施設の使用をさせる場合に。

は、当該公的占用者は、使用契約を当該施設使用者と締結するとともに、その内容を

河川管理者に報告しなければならない。

４ 公的占用者は、使用契約を締結するときは、占用施設の使用の具体的内容（使用す

る占用施設の概要を含む 、契約期間、施設利用料、施設の撤去に関する事項その他。）

の必要事項を契約の内容とするほか、次の各号に掲げる条件を付すものとする。

一 施設使用者による使用は、契約の内容に従って適切に行うこと。

二 施設使用者は、公的占用者の指導監督に服すること。

三 施設使用者が取得する工作物の設置等の許可の状況によって、契約を変更し、又

は無効とすること。

四 施設使用者による使用が関係法令若しくは契約内容に違反し、若しくは著しく不

適切である場合又は河川工事その他の公益上やむを得ない必要がある場合には、公

的占用者の意思表示により契約を解除できること。

５ 施設使用者による占用施設の使用が法又は許可条件に違反している場合その他必要

があると認められる場合には、河川管理者又は河川監理員は、次の各号に定めるとこ

ろにより法第７５条又は第７７条等に基づき必要な措置をするものとする。

一 公的占用者に対しては、施設使用者に対する指導監督に関する指示、占用の許可

の取消し等の監督処分等を状況に応じて適正に実施すること。

二 施設使用者に対しては、行為の中止、工作物の除去等の指示、監督処分等を、状

況に応じて適正に実施すること。

（通則の適用）

第二十六 第五第２項から第４項まで、第十二第２項、第十三及び第十四の規定は、第

二十三の規定による占用の許可について適用する。

附 則

１ この通達は、平成２３年４月１日から施行する。

２ 「都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る河川敷地占用許可準則の特例

措置について （平成１６年３月２３日付け国河政第９８号国土交通事務次官通達。以」

下「特例措置通達」という ）は、廃止する。。

３ 特例措置通達の廃止の際、現に特例措置通達に基づき河川局長が指定している区域

における占用については、廃止前の特例措置通達は、平成２４年３月３１日までの間

は、なおその効力を有する。


